
 

 

 





 

 

 

 

 

 

 
◆ごあいさつ◆ 

『緑』は豊かで潤いのある生活環境の形成に不可欠であり、本市にお

いても多くの市民の皆様に参画していただきながら、市民憲章にある条

文「自然を愛し、うつくしい緑のまちをつくりましょう」の通り、緑の

まちづくりを進めております。 

現在、海と丘陵地に囲まれた地形と、強い潮風がもたらす植生と相まっ

て、『緑』を市街地に増やす皆様のご尽力により、稚内独自の緑の景観が

形成されています。しかし、市街地における身近な緑・緑量感の不足や、

市街地周辺に広がる自然の活用・保全の促進、少子高齢化の人口構造や

低炭素型都市づくりの考え方に沿った対応など、解決すべき課題が明ら

かになっており、これまでと同様に、後世に引き継ぐべき緑を育み、つ

なぎ合わせていくことが求められています。 

本計画は緑のまちづくりを進めていくための総合的な計画として平成

16 年 9 月に策定されました。今般、当初計画策定時から概ね 20 年後を

目標とする計画の中間年である 10 年余りが経過し、平成 18 年策定の環

境基本計画、平成 21 年策定の第 4 次総合計画、平成 27 年策定の都市計

画マスタープラン（改定版）と整合を図るとともに、これまでの緑の施

策についての実施状況を検証し、社会的背景や新たな法制度に合わせた

中間年における見直しを行いました。 

新たに整理された課題を解決し、緑のまちづくりを推進するために、

これまでと同様に市民・事業者・行政が互いに連携し、一体となった取

り組みを円滑に進めるため、皆様の一層のご理解とご協力をお願いいた

します。 

終わりに、本計画の策定にあたりアンケート調査などを通じて多くの貴重

なご意見、ご提言をいただきました市民の皆様、議論に携わっていただきま

した関係機関の皆様に心から感謝を申し上げます。 

 

稚内市長 工 藤  広 
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  序章 計画策定の目的と方法 

１  計画の目的 

１）緑の基本計画とは？ 

緑の基本計画は、都市公園※の整備方針、そして特別緑地保全地区の緑地の保全や､緑化

地域における緑化の推進に関する事項など、都市計画※制度に基づく施策と、公共公益施設

の緑化、緑地協定、住民参加による緑化活動など都市計画※制度によらない施策や取り組み

を体系的に位置づけた緑のオープンスペース※に関する総合的な計画です。 

２）緑の基本計画における緑の定義 

緑の基本計画で対象にする緑の定義は以下に示すとおりです。都市公園※に加え、公共施

設緑地、民間施設緑地などの都市公園※以外の緑地や、地域制緑地（法や条例などによる指

定地域）を含みます。 

図 1 緑の基本計画で対象とする緑       
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３）計画見直しの背景 

本市においては、昭和 61年に策定された緑のマスタープランに基づき、緑に関する施策

を進めてきましたが、その後、平成 6年に都市緑地保全法（現・都市緑地法※）が改正され、

また平成 14年 3月に稚内市都市計画マスタープランが策定されたため、平成 16年 9月に緑

の基本計画を策定し、今日までこの計画に基づき緑化の推進に努めてきました。 

一方、稚内市都市計画マスタープランについては、少子化や超高齢化の進行、低炭素型都

市構造※への転換などの新たなまちづくりの課題に対応するため、平成 27 年 3 月に見直さ

れました。また、近年の環境問題への関心の高まりや、自然とのふれあいに対する市民のニー

ズに応え、改めて都市における良好な生活環境を形成していくための計画づくりが必要と

なったため、この度「緑の基本計画」を見直すこととなりました。 

 

４）計画策定の目的 

緑の基本計画は、本市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する施策について、

総合的かつ計画的に実施するために必要な基本方針を定めることを目的とします。 
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５）計画の位置づけ 

緑の基本計画は、都市計画※部門における緑づくりに関する分野の個別計画です。 

都市緑地法※において、緑の基本計画は｢当該市町村の建設に関する基本構想に即し、か

つ、市町村の都市計画※に関する基本的な方針に適合すること」と規定注）されています。従っ

て緑の基本計画は、「第４次稚内市総合計画※」に即し、「稚内市都市計画マスタープラン」

に適合して策定します。 

図 2 緑の基本計画の位置づけ   

 

注）都市緑地法においては、総合計画に即し、稚内市都市計画マスタープランに適合するとともに、環境

基本計画及び景観計画との調和が保たれるよう規定されています。 
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２  策定の方法 

１）計画の策定体制 

緑の基本計画は、緑の基本計画アンケート調査などから市民意見を反映しながら素案を見

直し、庁内検討会議における議論、都市計画審議会における報告・意見を経て、市長が決定

しました。 

また、平成 29年 7月から募集したパブリックコメント※を踏まえ、計画を策定しました。 

図 3 計画の策定体制と住民参加の位置づけ   

 

２）計画の対象 

本計画は稚内市都市計画マスタープランと適合するものとし、計画対象区域は稚内都市計

画区域※全域とします。 

 

３）計画の目標年次 

緑の基本計画の目標年次は、稚内市都市計画マスタープランと同様の平成 46年度とし、

中間年次は平成 36年度とします。 

 

 


